就　労　届　書

静岡市清水福祉事務所長　宛て

令和　　年　　月　　日

住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　
氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　

就労の状況について次のとおり申告します。
	稼働者
	

	就労先
	会社名：　　　　　　　　　　　　　
	所在地：

	仕事の内容
	

	就職年月日
	　　　　　　　　年　　月　　日

	就労時間
	　　　　　　　～　　　　　　　　（１日　　　　　　時間）

	賃金単価
	　　時給・日給・月給　　　　　　　　　　　　　　　　円

	賃金支払日
	　　支払　　　　　日（締め　　　　　日）

	休日
	

	社会保険
	　　なし　・　あり（被扶養者　　　　　　　　　　　　　）

	賞与
	　　なし　・　あり（　　　　　回　　　　　　　　　　月）

	通勤方法
	


　私の世帯は、以後稼働に励み、正しい申告をしていくように努めていきます。

（参考）生活保護法
　　第60条　被保護者は、常に、能力に応じて勤労に励み、（中略）　支出の節約を図り、
　　　　 　　その他生活の維持及び向上に努めなければならない。
　　第61条　被保護者は、収入、支出その他生計の状況について変動があったとき、又は
　　　　　　 居住地若しくは世帯の構成に異動があったときは、すみやかに、保護の実施
　　　　　　 機関又は福祉事務所長にその旨を届け出なければならない。

